
令和２年６月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 
農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

 

令和２年６月１７日（水）午後１時２７分～午後２時４５分 

 

さぬき市市役所 ３階 ３０２会議室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について     （会長提出議案第１号～４号） 

非農地証明願について             （会長提出議案第５号～８号） 

農地法第４条に基づく申請審議について     （会長提出議案第９号） 

農地法第５条に基づく申請審議について     （会長提出議案第１０号～１３号） 

農用地利用集積計画の審議について       （会長提出議案第１４号） 

農用地利用配分計画について          （会長提出議案追加第１号）  

農業振興地域整備計画変更の答申について    （会長提出議案第１５号～３０号） 

その他 

 

1楠 豊 2蓮池秋男 3上野壽雄 4蓮井セツ子 5松岡浩二  

6稲田俊美 7大塚ノブ子 8岡村義弘 10 神野 太 11佐藤恭一 

12芳竹和政 13岩澤佳宣 14寒川 巧 15十河道夫 16藤澤 明 

17岩﨑治樹(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長）  

 

無 

 

藤井 浩事務局長 山下智資課長補佐 頼冨伸次副主幹 脇谷哲士主任主事 

 

玉木省三副主幹 

 

松岡一海農地集積専門員 猪熊 正農地集積専門員 

 

無 

 

 

 

  



  

  

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議長（会長） 

 

 

 

ご案内を申し上げました令和２年６月農業委員会定例会の定刻が参りましたの

で、開会致します。 

皆さん、こんにちは。連日、コロナウイルスが報告されておりますが、皆様は

いかがでしょうか。お元気で毎日、暑い中を田んぼしていただいておると思いま

すが、今月から大体、普段の生活に戻りつつあるようでございます。まだ不安な

日が続いていますが、いかがお過ごしでしたでしょうか。田植え、小麦の取り入

れ等がもう終わったことと思います。 

さて、先日の定例会におかれましては、審議、日頃の活動などいろいろとご報

告いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

さて、農地集積・集約化につきましては、推進委員さんらとともに現場活動を

活発にお願いしているところでございますが、これから夏が本番になりますの

で、水分補給などお体に気をつけて頑張っていただきたいと思います。 

本日の議題でありますが、各案件につきましては、円滑なご審議ができますよ

う協力をお願いして、簡単ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認調査し

ていただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１７名中１７名の出席ですので、農業委員会等に関する法

律第２７条第３項の規定に基づき過半数の出席、全員の出席ですので成立するこ

とを宣言致します。 

では、議事録署名委員ですが、私のほうから指名させていただきます。それで

は、１番楠委員さん、２番蓮池委員さん、両委員さんよろしくお願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告、事務局より報告をお願い致します。 

 

それでは、別にお配りしておるＡ４の横の用紙をご覧ください。 

まず、農地法第１８条第６項の規定による通知を１件受理しています 

貸人は●●●の●●●●様、借人は●●●●の●●●●様で、解約の理由は売

買のためです。 

１枚めくっていただいて、次は、使用貸借に係る農地の返還通知書ですが、１

０件受理しております。 

貸人が●●●●、●●●●様、借人が●●●●、●●●●様で、返還理由は借

人の死亡となっております。 

次に、貸人が●●●●、●●●●様、借人が●●●●●●●●の●●●●様

で、返還理由は売買のためです。 

貸人が●●地区、●●●●様、借人が●●●●●●●●の●●●●様で、返還

理由は売買のためです。 

貸人が●●●●●●の●●●●様、借人は●●●●●●地区の●●●●様で、

これも返還理由は売買のためです。 

貸人は●●●●●の●●●●●様、借人は●●●●●地区の●●●●様で、返

還理由は耕作不能です。 

貸人は●●●地区の●●●●様、借人は●●●地区の●●●●●●●●●で、

返還理由は借手の都合です。 

第７号、第８号は農地機構を通しての賃借となっており、貸人は●●●●様、

借人は●●●●●●●●で、返還理由は転用のためです。 

第９号、第１０号も農地機構を通しての貸借で、貸人は●●●●様、借人は●

●●●●●●●●で、返還理由は転用のためです。以上です。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議

案第１号から第４号までを議題とし一括上程致します。なお、今月の議案で、第

２号、第３号、第４号は寒川議員と私の関係する議案になりますので、除斥対象
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議案になりますので、後で別審議と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

農地法第３条に基づく申請審議について、今回の３条申請は件数としまして４

件、筆数７筆、面積６，９６６㎡でございます。まず、第１号の説明をさせてい

ただきます。 

会長提出議案第１号、地区番号２、受付年月日、令和２年６月１日。譲渡人、

●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●

●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積４２５㎡。譲

渡人の申請事由、●●●●。譲受人の申請事由、●●●●●●●。権利は●●●

●●●。経営面積１万３，３２５．６７㎡、受人従事数３。資料としましては１

ページでございます。申請地は●●●●から南に６００ｍ、●●●●●●すぐ南

に位置し、譲受人については申請地周辺に農地を所有し、経営面積の保全管理も

行っており、●●●●●●の案件で下限面積も満たしております。以上となりま

す。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地区の

関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

●●●では６月１６日に現地調査を行いました。９名全員で行いました。会長

提出議案第１号については、今、事務局が説明したとおりでございまして、よろ

しくご審議のほどお願いします。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。 

議案第１号につきまして、質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号につきましてお諮りします。議案第１号について異議あ

りませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号を原案のとおり承認することと致します。 

続きまして、寒川委員と私の関係する議案である議案第２号から第４号の審議

に入りますので、議事進行を職務代理にお願い致します。 

 

それでは、松原委員と寒川委員、退席をお願いします。 

 

（寒川委員、松原委員 退席） 

 

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第２号、地区番号３、受付年月日、令和２年６月１日。譲渡人、

●●●、●●●●様、譲受人、●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●

●●番、台帳地目、現況地目ともに田、地積７２８㎡。譲渡人の申請事由、●●

●●。譲受人の申請事由、●●●●●●。権利としては●●●●●●を伴うもの

で、経営面積１万１，０５３㎡、受人従事数３。資料としましては２ページ。申

請地は、●●●●●●●から東へ３００ｍ、●●●●●●●すぐ南側に位置し、

譲受人については申請地周辺にも農地を所有し、経営面積の保全管理も行ってお

ります。 

続きまして、会長提出議案第３号、地区番号５、受付年月日、令和２年６月１

日。譲渡人、●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●●●●、●●●●
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様。申請地、●●●●●●●●●●番、地積１，６６４㎡。●●●●●●●番

●、地積１，３８１㎡、台帳地目、現況地目ともに田。譲渡人の申請事由、●●

●。譲受人の申請事由、●●●●●●●。権利は●●●●●●を伴うもので、経

営面積９，２９２㎡、受人従事数２。資料は３ページでございます。申請地は広

瀬橋から南西３００ｍほどに位置し、譲受人については申請地周辺にも農地を所

有し、経営面積の保全管理も行っております。 

続きまして、会長提出議案第４号、地区番号５、受付年月日、令和２年６月１

日。譲渡人、●●●●●●、●●●様、譲受人、●●●●、●●●●様。申請

地、●●●●●●●●番●他２筆、計３筆、台帳地目、現況地目ともに田。地積

合計２，７６８㎡。譲渡人の申請事由、●●●●。譲受人の申請事由、●●●●

●●●。権利としては●●●●●●。経営面積８，０３６㎡、受人従事数２。資

料は４ページでございます。こちら、議案第９号関連案件であり、無断転用の是

正とともに申請を行っているものでございます。申請地は●●●●●すぐ東に位

置し、譲受人の居住地すぐ近くであり、譲受人については農地の経営面積の保全

管理も行っております。 

第２号は●●●●●の案件、３号、４号は●●●●●●の案件で下限面積を満

たし、権利は●●●●●●を伴うものでございます。以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。 

それでは、●●地区の代表から調査結果の報告をお願いします。 

 

 先ほど事務局より説明があったとおりで、問題なかろうということで。ご審議 

をお願い致します。 

 

続いて、●●地区の説明をお願いします。 

 

３号議案は、お兄さんから弟への●●であります。４号議案は、農作業受委託

契約で、長年耕作していた農地を●●●●●という形にしますので、問題ござい

ませんので、よろしくお願いします。 

 

地区代表の報告が終わりました。何か質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようでございますので、それでは、議案第２号から第４号につきましてお

諮り致します。議案第２号から第４号について異議はありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２号から第４号を原案のとおり認めることと致します。 

退席されている寒川委員、松原委員の着席を求めます。 

 

（寒川委員、松原委員 着席） 

 

続きまして、日程第３ 非農地証明願について、会長提出議案第５号から第８

号を議題とし一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

議案書の２ページをご覧ください。今回の非農地証明案件としましては４件ご

ざいます。面積にして３，１５５㎡の７筆でございます。それでは、個別案件に

ついてご説明をさせていただきます。 

会長提出議案第５号、地区番号２、受付年月日が令和２年６月１日。申請人は



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●●●●●の●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●●●●番●●、

台帳地目、田、現況、道路の、地積３１㎡でございます。申請理由と致しまして

は、農地へ進入するための耕作用道路でございます。お手元の資料の５ページか

ら６ページをご覧いただきたいと思います。沿革のほうでございますが、さぬき

市●●●●●●●●、●●●●●●●●から北へ約２１０ｍ、市道昭和富田西

線、通称長尾街道の北側に位置しております。周辺地は農地と住宅が点在してお

りまして、お手元の資料の５ページ目の右側で公図をおつけしておりますけど

も、こちらの当該地の自己農地である隣接地、●●●●番●、田、２２８㎡への

進入路を確保するために、お手元の資料の６ページ目をお開きいただきたいと思

いますが、右側に写真等をおつけしておりますとおり、ご覧のとおり、新たな新

設のコンクリート打ちがご確認できるかと思いますが、その当該地が３１㎡の造

成部分に当たるものでございます。つきましては、農地法施行規則第２９条第１

号に該当する農業用施設・農道として事務局としては判断しております。 

続きまして、会長提出議案第６号、地区番号３、受付年月日は令和２年６月１

日。申請人は●●●●●●の●●●様保佐人●●●●様でございます。申請地は

●●●●●●●●●番●他２筆ございまして、台帳地目は田、畑、そして、現況

は３筆とも山林でございまして、３筆合計で１，３２９㎡ございます。申請理由

と致しましては、平成１０年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し山林化し

たものでございます。お手元の資料の７ページ目から１１ページ目をご覧いただ

きたいと思います。沿革でございますが、さぬき市●●●●、高松自動車道・高

松東道路、●●●●●●●●から南西へ約３３０ｍ、同高速道路の南側側道に隣

接しております。周辺地はご覧のとおり、山間部に高速道路が横断しているよう

な状況でございます。申請者は遠隔地在住の●●●で、保佐人による申請でござ

います。当該地は平成７年に高速道路及び側道買収による残地でございまして、

現在は隣接農地同様、山林化しており、また、利用状況調査においても既に非農

地と赤判定をされている状況でございます。３筆でございますが、お手元、少し

飛ばしていただいて、９ページから１１ページに全景がございますが、ご覧のと

おりの状況でございます。 

続きまして、会長提出議案第７号、地区番号３、受付年月日は令和２年６月１

日。申請人は●●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●●番、台帳

地目、田、現況、宅地、地積２４４㎡でございます。申請理由と致しましては、

農機具等の保管場所のための倉庫が建っておる状況でございます。建築面積が８

３．７１㎡ございます。お手元の資料の１２ページから１６ページのほうをご説

明させていただきます。沿革は、さぬき市●●●●、●●●●●●●●●●●●

●●から北へ約４９０ｍ、市道川田飛与田線南側に隣接しておりまして、周辺地

は、ご覧のとおり、住宅と農地が点在しております。当該地の登記簿上では２４

４㎡で、備考欄にも書いておりましたが、うち１９８．１２㎡が今回の審査部分

でございます。申請者は当該地を昭和５７年に贈与を受け、●●●と市道に挟ま

れた不整形地で、手狭で作業効率も悪いことから、現在は居住地にも近いところ

で農作業道具や農機具の物置となっており、スレート造平屋建て２棟、８３．７

１㎡を建築し、農業経営施設としているものでございます。お手元の概要から分

かりやすいのが１６ページのほうでございますが、１のほうが対岸の池のほうか

ら撮影したものでございます。そして、２、３、４、５、６がそれぞれの画面を

変えて写しているものでございます。３の右隅にコンテナが見えるのを含めて２

棟というふうに解釈をしておりますので、ご理解のほどよろしくお願い致しま

す。 

続きまして、会長提出議案第８号でございます。地区番号４、受付年月日は令

和２年６月１日。申請人は●●●●●●●、●●●●美様でございます。申請地

は●●●●●●●●●●●●●●番他１筆ございます。台帳地目は２筆とも田、

現況は山林及び原野でございます。２筆合計で１，５５１㎡ございます。申請理

由と致しましては、平成１０年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し山林化

したものでございます。お手元の資料の１７ページから１８ページをご覧いただ
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議長（会長） 

きたいと思います。沿革を申し上げますと、さぬき市●●●●●●●●、●●●

●●●、現在の●●●●●●から南へ約１．５㎞に位置し、周辺地は山林に囲ま

れた状況でございます。申請者は平成２１年に取得し、近隣町に在住でございま

して、既に現況では農地への進入路もなく耕作放棄された現在に至り、写真の１

８ページでございますけども、ご覧のとおり、原野あるいは山林化が著しくなっ

ているところでございます。１８ページの左側のほうが●●●●番のほうでござ

います。これと右側が●●●●番の状況でございます。右側の●●●●番につき

ましては、既に非農地と該当判断をされているものでございます。以上でござい

ます。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願

い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

議案第５号でございますが、先ほど事務局が説明したとおりでございまして、

農道がきちっと整備されておりましたので、ご審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

６号議案についてでございますが、もう完全に山林化した状況で止むを得ない

と思います。 

 

第７号の報告を致します。６月１４日、農業委員、推進委員で見てまいりまし

た。それで、写真のとおりです。説明は事務局の説明のとおりですので、皆さ

ん、この日よろしかろうという判断を致しました。よろしくご検討ください。お

願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

それでは、説明致します。●●地区推進委員の４人で、今朝、現地を見てまい

りました。現地に行くにも不便なほど生え茂っており、写真でご覧いただいたと

おりでございますので、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第５号から第８号までにつきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第５号から第８号までにつきましてお諮りします。議案第５号

から第８号までについて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第５号から第８号までを原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議

案第９号を議題とし上程致します。なお、第９号は寒川委員の関係する議案にな

りますので、除斥対象議案になりますので、寒川議員の退席を求めます。 

 

（寒川委員 退席）（佐藤委員 退室） 

 

では、事務局より説明を求めます。 
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議案書の３ページでございます。農地法第４条に基づく申請審議について、今

月の４条の案件は１件でございまして、面積にして２１２㎡、１筆でございま

す。それでは、個別の案件を説明致します。 

会長提出議案第９号、地区番号は５、受付年月日、令和２年６月１日。申請人

は●●●●、●●●●様。申請地は●●●●●●●●番●、台帳地目、田、現況

地目、宅地、地積は２１２㎡。転用目的は住宅拡張で、建築面積は併せ利用地と

合計で２２５．８１㎡です。工事着完年月日は昭和４９年４月１日から昭和５０

年１月３０日、農地区分は第２種農地です。備考と致しまして、無断転用で、併

せ利用地がございます。資料につきましては１９ページから２０ページで、場所

につきましては、１９ページの左側に位置図を掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●●●、●●●●から北へ約１．１

㎞に位置し、申請地の隣接は田、宅地及び道路に接しております。土地利用計画

図等に記載されておりますように、申請人は昭和４９年頃から昭和５０年頃にか

けて、家族が増え、また、農機具やトラクター等の農機具置場が不足していた

め、止むを得ず住宅拡張したものであり、今般、改めて無断転用の是正をするも

のです。なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。ま

た、始末書も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ない

と考えております。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地区の

関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

ご報告を申し上げます。昭和４９年ですから、もう４０年以上前のことです。

お父さんが無断転用という形になっておりますので、先ほど認定になりました第

４号議案と一緒に現地を確認させていただきました。問題ないと思いますので、

よろしくお願い致します。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第９号につきまして質疑等があ

りましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第９号につきましてお諮りします。議案第９号について異議あ

りませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第９号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致しま

す。 

退席されている寒川委員の着席を認めます。 

 

（寒川委員 着席） 

 

続きまして、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議

案第１０号から第１３号までを議題とし一括上程致します。それでは、事務局よ

り説明を求めます。 

 

議案書の４ページでございます。農地法第５条に基づく申請審議について、今

月の５条の案件は４件ありまして、面積にして１，６９１㎡、６筆です。それで

は、個別の案件を説明致します。 

会長提出議案第１０号、地区番号は２、受付年月日、令和２年６月１日。譲渡

人で●●●●●●●●、●●●●様。譲受人で●●●●●●●●、●●●●様。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目ともに田、地

積は５１３㎡。転用目的は分家住宅。建築面積は１６９．１１㎡。工事着完予定

年月日は令和２年８月１日から令和３年３月１日。権利は●●●●●の設定で、

第２種農地です。備考と致しまして農振の個別除外の事前協議済みでございま

す。資料と致しましては２１から２２ページ、場所につきましては２１ページの

左側に位置図を掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●●●●●●●、●●●●●●●●

●●●●から西へ約９４０ｍに位置し、申請地の隣接は田、宅地及び道路に接し

ております。土地利用計画図等から、申請人は現在借家に住んでおりますが、子

息成長に伴う住宅困窮改善のために、祖父所有の当該地に住宅平屋建て１棟、１

２７．１１㎡、カーポート４２㎡を建築したく転用申請に及んだものです。地元

土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第１１号、地区番号は３、受付年月日、令和２年６

月１日。譲渡人で●●●、●●●●様、譲受人で●●●、●●●●●●●●●●

●●●●●●●。申請地は●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに

田、地積は５９２㎡。転用目的は太陽光発電設備。工事着完予定年月日は令和２

年８月１０日から令和２年１２月１０日、権利は●●●●●●●で、第２種農地

でございます。資料は２３から２４となっております。位置図を２３ページの左

側に掲載しておりますので、ご覧ください。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●●●、●●●●●●●●●●から

西南へ約２７０ｍに位置し、申請地の隣接は田、道路及び水路に接しておりま

す。土地利用計画図等に記載されておりますように、申請人は太陽光発電事業を

取り扱う法人であり、事業収益を上げるために約６００㎡程度のまとまった土地

を探していたところ、農業継続の困難となった土地所有者との話がまとまったこ

とから、今般、申請に及んだものです。既存農地を整地した敷地に太陽光発電パ

ネル２００枚を設置し、敷地の西側にある既存電柱へと送電する計画です。ま

た、経済産業省の認定も受け、事業の実施も確実であることから、許可相当と判

断するものです。 

続きまして、会長提出議案第１２号です。地区番号は３、受付年月日、令和２

年６月１日。譲渡人で●●●●、●●●様。譲受人で●●●●、●●●●様。申

請地は●●●●●●●●●番●。台帳地目、田、現況、畑、地積は４０４㎡。転

用目的、駐車場、資材置場。工事着完予定年月日は令和２年８月５日から令和２

年１１月３０日。権利は●●●●●●●で、第３種農地で、第１種住居地域で

す。資料は２５から２６ページでございます。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●●●、●●●●●●から北へ約２

３０ｍに位置し、申請地の隣接は田、宅地及び水路に接しており、周辺は宅地化

が進んでいます。土地利用計画図等から、申請人は漁業に使用する資材の保管場

所や車両置場が不足しているため土地を探していたところ、農業継続の困難とな

った土地所有者との話がまとまったことから、今般、申請に及んだものです。地

元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第１３号、地区番号は５、受付年月日、令和２年６

月１日。譲渡人で●●●●●、●●●●様、譲受人で●●●●●、●●●●●

様。申請地は●●●●●●●●●番●他２筆、台帳地目、現況地目ともに田で

す。地積は３筆合わせまして１８２㎡。転用目的は非農家の自己住宅と進入路で

ございます。建築面積は１２２．０７㎡。工事着完予定年月日は令和２年８月１

日から令和３年４月３１日、権利は●●●●●●●で、第３種農地です。備考と

致しまして、併せ利用地がございまして、資料は２７から２８ページでございま

して、場所につきましては、２７ページの左側に位置図を掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●●●●、●●●●●から南東へ約

１４０ｍに位置し、申請地の隣接は宅地、道路及び水路に接しており、周辺は宅

地化が進んでいます。土地利用計画図等から、申請人は現在借家に住んでおり、

家財道具等も増え手狭になってきたため現住所の周辺で生活する上で利便性の高
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い土地を検討していたところ、農業継続の困難となった土地所有者との話がまと

まり、併用地の宅地部分と当該申請地で住宅の建築と進入路を確保したく転用申

請に及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ておりま

す。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願

い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

議案第１０号でございますが、事務局の説明どおりでございまして、分家住宅

でございますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

１１号、１２号に関して、事務局の説明どおりで、現時点での申請については

何ら問題ないと思いますので、ご審議のほどお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致します。 

 

第１３号議案ですが、位置図を見ていただいたとおりでございまして、非常に

奥まったところを利用するために進入路として、周りの所有者も含めて同意を頂

いていますので問題ないと思いますが、よろしくお願い致します。 

 

各地区代表委員からの報告が終わりました。議案第１０号から第１３号につき

まして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号から第１３号までにつきましてお諮りします。議案第

１０号から第１３号までについて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号から第１３号までを原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第

１４号を上程致します。では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１４号についてご説明致します。 

初めに、農地機構への所有者移転から説明します。出し手は●●●●様で１

筆、●●●●様で２筆、●●●●様で１筆、●●●●様で４筆の合計４件が出て

おります。 

次に、６ページをご覧ください。ここからは賃借についてご説明致します。 

個人が４件、法人が２件、中間管理機構が１１件の合計１７件となっておりま

す。１７件のうち、新規が１１件、再設定が６件でございます。１７件のうち、

賃借権が２件、使用貸借権が１５件となっております。賃借権の内訳としまして

は、２０，０００円が１件、１０，０００円が１件となっております。期間は、

１０年が４件、６年が７件、５年が３件、３年が２件、１年が１件となっており

ます。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表の説明を致します。別にお

配りしているＡ３の用紙をご覧ください。件数は１９件で、貸付先は個人のみと

なっております。設定する権利の種類は使用貸借権のみで１９件、期間として
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は、１０年が４件、６年が１２件、３年が３件となっております。利用内容は、

水稲、麦、露地野菜の作付となっております。以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案件が多

いので、一括して質疑に入りたいと思いますので、質疑がある場合は、整理番号

指定の上ご発言を願います。 

 

（挙手） 

 

どうぞ。 

 

事務局にちょっと質問やけど、使用貸借の分については、売買のためと書いて

いるけど、こっちの利用集積の審議には、全部、中間管理機構へ通している。だ

ったら、使用貸借のとこに何か書き方があるのでは。こっちの使用貸借の返還通

知書には売買と提案出してきている。言っている、意味分かりますか。返還通知

書には売買のため、貸手、借手の解約。この書類では。今、説明しとる分には、

全部その案件が中間管理機構へ出してきている。だったら、整合性がつかないの

では、この書き方だったら。 

 

売り買いの部分は、最初の。 

 

２号と４号。 

 

５ページの所有者移転は、農地機構へ売るためのものです。ほんで、そこから

後は、６ページ以降は貸し借りのことについて書いているものなので、５ページ

は農地機構に売るための所有者移転です。 

 

ほな、これ、こういう書き方でええんか。ごめん、ごめん。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは議案第１４号について、原案のとおり認めることとしてよろしいでし

ょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり認めることと致します。 

それでは、ここで追加議案として、農用地利用配分計画について、を上程した

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

暫時休憩致します。あの時計で１５分まで。 

 

休 憩 

 

１５分が参りましたので、再開致します。 

それでは、会長提出追加議案第１号 農用地利用配分計画についてを追加提案

致します。それでは、事務局より説明を求めます。 

 

この農用地利用配分計画は、機構として担い手に貸している土地を、そのまま
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違う方に貸付先を変える処理となっております。 

農用地の利用配分計画は６件ありまして、貸付先はすべて個人の方で、設定す

る権利はすべて使用貸借権で、期間は４年１１ヶ月の６件です。利用内容と致し

ましては、水稲、麦の作付となっております。以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等はありませんでしょうか。 

 

名前、何ていうの。 

 

借受者の名前が読めん。 

 

「●●●」と読みます。●●地区で以前、講演していただいた●●●●先生、●

●の方いらっしゃったじゃないですか。そのお知り合いの方です。県外から来ら

れているようです。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

続きまして、日程第７ 農業振興地域整備計画変更の答申について、会長提出

議案第１５号から第３０号までを一括上程致します。なお、今月の議案で、第２

０号、第２８号は寒川委員の関係する議案になりますので、除斥対象議案になり

ますので、後で別審議と致します。では、事務局より説明を求めます。 

 

今回の農用地域からの除外案件は１３件で、面積にして８，０３６．１６㎡、

１８筆となっております。それと、あと農用地域への編入については１件、面積

にして９１３㎡、１筆ございます。 

それでは、農用地域からの除外の個別案件について説明致します。 

初めに、会長提出議案第１５号でございますが、申請の位置でございますが、

２９ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●から南西へ約２１

０ｍのところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第１６号でございます。申請の位置でございますが、資

料の３１ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●●から北

へ約９０ｍのところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第１７号でございます。申請の位置でございますが、３

３ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●●から東へ約２

５０ｍのところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第１８号でございます。申請の位置でございますが、３

５ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●●から北北東へ

約８９０ｍのところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第１９号でございます。申請の位置でございますが、３

７ページをご覧いただいたらと思います。●●●●●●●●から北東へ約８６０

ｍのところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第２１号でございます。申請の位置でございますが、４

２ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●から南へ約２６０ｍ

のところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第２２号でございます。申請の位置でございますが、４

４ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●から南へ約３８０

ｍのところに位置しております。 
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続いて、会長提出議案第２３号でございます。申請の位置でございますが、４

６ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●から西へ約４００ｍ

のところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第２４号でございます。申請の位置でございますが、４

９ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●から東へ約４００ｍ

のところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第２５号でございます。申請の位置でございますが、５

１ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●●●から北へ約

６６０ｍのところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第２６号でございます。申請の位置でございますが、５

３ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●から北へ約５０ｍの

ところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第２７号でございます。申請の位置でございますが、５

５ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●から南へ約５００ｍ

のところに位置しております。 

続いて、会長提出議案第２９号でございます。申請の位置でございますが、５

９ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●●●●●から北

へ約１８００ｍのところに位置しております。 

農用地域からの除外の個別案件は以上です。 

続いて、農用地域への編入の個別案件についてご説明します。 

編入については、会長提出議案第３０号でございます。申請の位置でございま

すが、６１ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●から南へ

約３８０ｍのところに位置しております。この編入は、除外のほうであった議案

第２２号の代替地として編入致します。説明は以上です。 

  

暫時休憩致しします。 

 

休 憩 

 

それでは、再開致します。 

各地区代表委員からの報告をお願いします。まず、最初、●●地区。 

 

それでは、ご報告致します。会長提出議案第１５号の農振除外ですが、審議委

員会で現地を確認し、問題はなかろうということになりましたので、よろしくお

願い致します。 

 

続きまして、●●地区。 

 

議案第１６号でございますが、これは７９．４２の無断転用で、家の裏を整備

きちっとするということです。 

それから、第１７号については、売買の関係でございます。 

それから、第１８号については、無断転用の是正と併せて、今度、農業用の倉

庫を建てるということです。 

それから、第１９号については、母屋の東側に、分家住宅といいますが、家を

建てるんですが、西側のところが７７㎡を無断転用があるので、これの是正を含

めております。それで、第１種農地やのに何で畑ということになりますが、これ

は●●●●●に構造改善したときにこのように残っておったので、こういうこと

でご提案をしておるということでございますので、ご理解をいただいたらと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 
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２１号についてご報告致します。６月１４日、農委、推進委員で回りました。

地図を見ていただいたら分かりますように、これはもう言うことないと違います

かという意見が出ました。皆さん、よろしくご検討ください。お願いします。 

それと、第２２号、●●●●、●●さんの件ですけれども、第１種農地です。

そこに家が建ちます。その代わりに、第３０号に代替農地として９１３㎡を持っ

てきました。いかがでしょうか。よろしくご審議ください。お願いします。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

１５日に現地確認致しました。全員で確認しまして、２３号から２９号まで、

それぞれの位置と用途の確認をしまして、除外は全員止むを得ないということで

したので、ご審議のほうよろしくお願い致します。 

 

●●地区大塚さん、第３０号をお願いします。 

 

それでは、第３０号の説明を致したいと思います。６月１４日に農委、推進委

員で回って現地を確認致しました。これは第２２号との関連で、第１種農地に分

家住宅が建ちます。よって、その代わりの代替地として、●●●●●●●●番地

の田、農地９１３㎡を持ってまいります。いかがでしょうか。お願い致します。 

 

各地区代表委員からの報告が終わりました。議案第２０号、第２８号を除く議

案第１５号から第３０号までにつきまして質疑等がありましたら発言を認めま

す。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２０号、第２８号を除く議案第１５号から第３０号までにつ

きましてお諮りします。議案第２０号、第２８号を除く議案第１５号から第３０

号までについて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２０号、第２８号を除く議案第１５号から第３０号までにつ

いて原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、寒川委員の関係する議案である議案第２０号と第２８号の審議に

入りますので、寒川委員の退席を求めます。 

 

（寒川委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

農用地域からの除外案件が２件あり、面積にして６１２㎡、３筆でございま

す。 

会長提出議案第２０号でございますが、申請の位置は、資料４０ページの左側

をご覧いただいたらと思います。●●●●●●から南南東へ約６９０ｍのところ

に位置しております。 

続いて、会長提出議案第２８号でございますが、申請の位置は、資料５７ペー

ジの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●●から南西へ約５００

ｍのところに位置しております。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。本議案につきましては、●●地区、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。ま
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ず、最初、●●地区、お願いします。 

 

申請人は所有者の孫に当たりまして、この方が分家住宅を建てるということ

で、現地を見ました。所有者の家の近くの土地ということで、問題なかろうとい

うことです。 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致しします。 

 

 資料の５７ページを見ていただいたら分かると思いますが、道路と併用地の雑

種地、事業用地のところにあり、資材置場などを建てたいということですので、

よろしくお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２０号、第２８号につきまして質

疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２０号、第２８号につきましてお諮りします。議案第２０

号、第２８号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２０号、第２８号を原案のとおり認めることと致します。 

退席されている寒川委員の着席を認めます。 

 

（寒川委員 着席） 

 

本日上程の議案につきましては以上ですが、日程第８ その他で事務局ありま

せんでしょうか。 

 

ご審議のほう、ありがとうございました。 

それでは、次回の定例会のほうをご案内申し上げます。次回は７月１３日月曜

日、本庁附属棟多目的室のほうで、予定どおり１時半からです。なお、先ほど少

しご説明もありましたが、新規就農の方がもう予定があるようでございますの

で、会長をはじめ、職代、地区代表の方につきましては、１時からの出席のほ

ど、よろしくお願い致します。 

それと、先月ご案内申し上げました各地区の農業者の方の意見回収でございま

すが、本日の開催日が２日前倒しとなっておりますので、まだお時間のほうはご

ざいますので、追って提出のほう、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

それと、もう 1 点でございますが、昨年からの農地利用最適化推進委員の改選

の概要の説明を少しして、ご案内をさせていただきます。 

本日、農業委員の皆さん方のほうに報告できるのが、ちょっと条件もございま

す。全部が全部申し上げられない部分がございますので、お許しいただきたいと

思います。 

今回、推進委員につきましては、現在の農業委員同様に、任期が本年７月１９

日で満了となるため、条例に伴います定めによりまして、２８人の新たな委員の

委嘱について行ったものでございます。 

ついては、簡単ではございますが、経緯を申し上げますと、さぬき市農業委員

会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規定に基づきまして、本年２月２１

日から３月２３日までの約１カ月間にわたりまして、皆様方のご協力、また、各

農業者の組織の団体、その他関係者に対しまして、推進委員の候補者を推薦する

を求めまして、委員になろうとする者の募集受付を行いました。ついては、内容

は、個人推薦が１９人、そして、自治会や農事組合法人といった団体からの推薦



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

が５人、また、自ら応募していただいた方が６人で、合計で３０人の応募がござ

いました。 

ついては、その後、当該応募者の中から推進委員の候補者を選出するための定

員を超えているところが２地区ございました。それは、富田中・南川地区、それ

と長尾西・昭和地区、そして、私をはじめ、会長、あるいは会長職務代理、そし

て、地区代表者による面接を５月２１日に行いまして、ついては、評価点数の合

計が上位の２名ずつの２８名を予定で委嘱するという形の予定者を、来月の定例

会、７月１３日に書面にて２８名の名簿をお渡しして、新たな農業委員さんのと

ころで（案）として提示をしたいと思っておりますので、報告を終わらせていた

だきたいと思います。 

なお、この説明が、明後日ならばお名前もお出しできるところでしたが、明

日、本議会がございまして、農業委員と推進委員重複の方がいらっしゃるという

ことでもございますので、簡潔に口頭での説明にてご了承いただきたいと思って

おります。以上です。 

 

ほかに何かございませんか。 

以上をもちまして、令和２年６月農業委員会の定例会を閉会と致します。慎重

なるご審議ありがとうございました。 

 

（１４時４５分閉会） 

 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用配分計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員    １番 
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